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(公 印 省 略)

｢成長力底上げ戦略｣ の推進について

標記については､成艮戦略の一環 として､人材や中小企業な ど経済成長 を下

支 えす る基盤 の向上を図ることによ り､働 く人全体の所得や生活水準を引き上

げっつ､格差の固定化を防止す るとい う観点か ら､内閣官房長官を主査 とす る

｢成長力底上げ戦略構想チーム｣ (別 添 1)において検討 が進 め られ､本年 2

月 15日に ｢成長力底上 げ戦略｣ (基本構想) (別添 2)が政 りま.とめ られた

ところである｡

この基本構想 においては､｢『成長力底上げ戦略』 の推進 のため､官民一体



となった推進体制を国及び地方 レベルで構築す る｡｣ とされ､具体的には国 レ

ベルにおいて官民か らなる ｢成長力底上げ戦略推進 円卓会議｣を設置するとと

もに､地方 の レベルにおいて も同様の推進組織 (以下､ ｢地方版 円卓会議｣ と

い う∫｡) を設置す るとされたが､本年 3月 22日に開催 された第 1回成長力底

上げ戦略推進 円卓会議 において､別 添 3のとお り地方版円卓会議 については各

都道府県労働局がその事務局を務 めることと されたので､会議 の適切な運営に

つき特段の配意をお願いす る｡

なお､会議 の開催に当たっての具体的な留意事項等ほっいては追って連絡す

る｡

(担当窓 口)

(全体)

政策統括官 (労働担 当)付労働政策担当参事官室調整第一係

TEL :03-3502-6726 (直通)

FAX :03-3502-5395

(人材能力戦略関係)

職業能力開発局実習併用職業訓練推進室キャリア政策係

TEL :03-3502-6783 (直通)

FAX :03-3502-2630

(就労支援戦略関係)

職業安定局就労支援室特定雇用対策係

TEL :03-3502-6776 (直通)

FAX :03-3502-0516

高齢 ･障害者雇用対策部障害者雇用対策課雇用促進係

TEL :03-3595-1173 (直通)

FAX :03-3502-5394

(中小企業底上げ戦略関係)

労働基準局勤労者生活部勤労者生活課政策係

TEL :03-3.502-6757 (直通)

FAX :03-3595-2248


